
外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算について 
 

 

 

 

患者様が安心できる医療を提供する為令和 6年 6月 1

日から、発熱、呼吸器症状、発疹、消化器症状、その

他感染を疑わせる症状を呈する患者様に対して適切な

感染防止対策を講じた上で診療を行い、初診または再

診を行った場合に月 1回「外来感染対策向上加算 6

点」と「発熱患者等対応加算 20点」を加算させて頂

きます。 

ご理解の程、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

にのみやこどもクリニック 院長 


